
被災者生活再建支援に係る
応援業務について

～「チームにいがた」の活動報告～

新潟県防災局

防災企画課

地方公共団体の受援体制整備に
関する検討会（第2回)
■日時：平成28年11月14日10:00～
■会場：中央合同庁舎8号館

平成28年熊本地震
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資料３



過去の災害対応から得た教訓
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災害の度に全国の被災自治体が同じ状況に直面
－ 行政の混乱、災害対応の停滞は被災者の生活再建に影響

対応経験のある自治体も経験の継承が課題

災害対応業務の標準化が必要
－ 災害対応業務の洗い出し、手順の明確化、認識の共有
－ 災害対応経験の無い自治体・職員の能力向上
－ 自治体間の相互応援の円滑化

災害時に被災自治体が直面する状況
① 業務量が膨大となり、被災市町村のマンパワーの限界を超える
② 発災時に何を行えばよいか分からない
－ 業務の内容、作業手順、所要時間、必要人員等が見えない
－ 既存のマニュアルが抽象的、実態を踏まえておらず実効性に乏しい

④ 業務の全体像が見えないため手戻りが発生
⑤ 受援が必須となるが、応援職員を的確に活用できない
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１ 被災者台帳の導入検討WG
「大規模災害時における被災者生活再建支援業務の実施体制整備に関
するガイドライン」 （以下、「ガイドライン」）

→災害時の被災者支援、生活再建に関する業務の流れ、手順等を整理

２ チームにいがた合同支援体制検討WG
「チームにいがた合同支援体制基本方針」（以下、「チームにいがた
基本方針」）、「同マニュアル」

→県・市町村合同による被災地に対する応援体制を構築

３ 広域避難受入れ検討WG
「自然災害発生時の広域避難受入れガイドライン」

→ 広域避難受入れに関する課題等の整理

大規模災害時における
被災者生活再建支援業務

の実施体制整備
に関するガイドライン

(H27.4）

市町村との合同ＷＧによる業務標準化の検討
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(1)業務の全体像の「見える化」

○ 業務ごとに作業内容、手順を明確化
○ ﾁｪｯｸﾘｽﾄ、平時から準備すべきこと等を明記
○ 被災経験の無い自治体も含め、業務に対する共通認識を得る
○ 業務の共通認識を持つことにより、応援も円滑化

災害時に庁内の各部署で行わ
れる各業務の全体像を整理し、
「被災者生活再建支援業務」
として体系化（※詳細は参考資料３）

①家屋被害認定調査

②罹災証明書交付

④ 被 災 者 台 帳

③各種被災者支援

(2)業務ごとに業務フロー等を整理
①家屋被害認定調査 ②罹災証明書交付

ガイドラインの内容



県・市町村による合同支援を実施（「チームにいがた」）

■派遣人数：のべ92名（県64名、市28名）※注

■応援期間：４月18日（月）～６月１日（水）、７月25日（月）～８月１日（月）

（53日間、移動日含む）

■県：防災局職員（過去に在籍した者含む）

地域振興局県税部職員等

■参加市：９市
柏崎市、新発田市、見附市、燕市、五泉市、

小千谷市、魚沼市、上越市、阿賀野市

■応援内容

– 家屋被害認定調査・罹災証明書運営支援

– 家屋被害調査員

– 災害対策本部運営支援 等
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※注：被災者生活支援に関する業務のうち、
新潟県において調整した分のみ記載

 Ⅰ 合同支援体制の概要                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【合同支援チーム】 

○必要に応じ合同支援チームを編成 

○緊急消防援助隊や DMAT等の既存支援組織の 

隙間を埋める支援内容を想定 

○本県の経験を活かしたアドバイス等も実施 

  
 

合同支援の検討 ⇒ 実施決定 
○被災状況を速やかに把握して迅速な支援を実施 

○被災自治体の状況に応じプッシュ型支援も検討 

○事務局（県防災企画課）において調整・協議 

【先遣隊派遣】 

○現地調整 

○情報収集 

○ニーズ把握 

【現地連絡会議】 

○被災地での情報共有 

※必要に応じて被災自治体内に 

設置（被災規模等を勘案） 

【後方支援会議】 

○支援の総合調整 

※必要に応じて新潟県庁に 

設置（被災規模等を勘案） 
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被災地の情報収集 

新 潟 県 外 で 大 規 模 災 害 発 生 

《基準》震度６弱以上の地震 

又はそれに相当する大規模な災害 

「チームＮＧＴ(にいがた)」として一体となった効果的・効率的な支援体制の構築 

（県・市町村・民間団体等の自主性を活かす緩やかな連携、新潟県の被災経験に基づく的確な支援） 

 住家被害認定調査支援チーム 

《実績》H26.8月大雨：京都府福知山市を支援 

被災者相談窓口運営アドバイスチーム  

《実績》H25台風 26号：東京都大島町を支援 
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臨機応変に対応 

「ﾁｰﾑにいがた合同支援体制」ｽｷｰﾑ
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業務別の応援職員数、職員配置の実績例
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 応援人数が多くなる業務は、被災者生活再建（家屋調査、罹災証明等）、避難所及び物
資である

 発災直後は避難所及び物資に人員を要し、その後家屋被害調査等の生活再建支援に
投入人員が推移していく

出典：内閣府「平成28年熊本地震に係る初動対応検証チーム」（第５
回）平成28年6月30日 資料（東京大学生産技術研究所作成）

熊本地震における熊本市での職員配置中越沖地震時の被災市町村への応援職員数

出典：新潟県「被災者生活再建支援業務における県・市町村
共同利用型システム活用に関する検討結果」（平成28年６月）



支援の内容

【被災市町村全体に対する支援】

① 統一的な基準に基づく生活再建支援の提案

② 全体説明会、研修会の開催

③ コールセンターの設置

④ 市町村の個別支援

－ 業務実施体制の構築支援

－ 業務・システム操作等の研修会

－ システムの設定、運用等に関する支援
8



全体説明会・研修会等の実施

• 業務の進捗状況に合わせ、熊本県庁で説明会・
研修会等を開催

– 被災者生活再建支援業務の全体像

– 家屋被害調査について

– 罹災証明書の交付について

– システムの操作について

大規模災害時における
被災者生活再建

支援業務の実施体制整備
に関する

ガイドライン(H27.4）

業務マニュアルとして
新潟県資料を提供

各種説明会の様子（市町村職員のほか、全国からの応援職員も参加）

9



「コールセンター」の設置
• 全県的に取り扱いに齟齬が生じないよう、熊本県庁で運用上の

問合せを集中管理、相談対応窓口の一元化
• 新潟県関係職員が常駐し、被災経験に基づき助言
• 問合わせ内容はＷｅｂ上に公開し、情報共有

【主な対応内容】

○家屋被害認定調査、罹災証明
書等に係る照会対応

○システムの操作・運用等の照会
対応

熊本県庁ｺｰﾙｾﾝﾀｰ
○ 熊本県職員
○ 新潟県
○ システム関係企業

新潟県職員

コールセンターの様子

Ｗｅｂで共有

○Ｗｅｂ上に質問と回答を公開し、
全市町村で共有（Web-EOC）

各市町村

阿賀野市職員
熊本県職員

①電話問合わせ

10

③全体に共有

②個別に回答



業務実施体制の構築支援

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾁｰﾑの立ち上げを支援（益城町）

• 家屋被害調査⇒罹災証明書⇒被災者支援といった、一連の業務
の全体像や、その業務量、必要な作業内容等を説明するとともに、
庁内横断的な組織体制の構築を助言

• 家屋調査や罹災証明書交付の実施方針等に係る助言
（例）罹災証明書の交付方法、様式等

新潟県職員

柏崎市職員

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾁｰﾑ定例ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（益城町）11



システムの構築・運用等支援

市町村のシステム担当者に対する支援
応援職員にシステムの操作を説明

連携体（企業）ﾒﾝﾊﾞｰ

12



業務内容等の個別説明・研修会等

御船町で罹災証明書の研修を行
う新潟大学田村教授

ｼｽﾃﾑの家屋被害調査票への記入方法を説明
（南阿蘇村の調査拠点となった立野駅にて）

• 各市町村における家屋調査の開始、罹災証明
書交付開始等のスケジュールに合わせて、個別
に研修会や、業務の説明を実施

13

町長指示で町の全課長が受講



調査計画の設定

ホワイトボードに記載された調査計画（益城町）

• 調査の全体スケジュール（調査期間等）、調査班の編成、必要人員の算定・手
配、調査エリアの決定・調査班への割振り等を行う

調査班の編成表（御船町）

ｼｽﾃﾑから出力した地図で調査区域を掲示（益城町） 14

人 員 所 属 主な役割分担
班員Ａ
（班長）

町職員
（ﾌﾟﾛﾊﾟｰ）

道案内、住民との折
衝・被害箇所の聞き取
り・罹災証明書等の案
内等（調査も担当）

班員Ｂ 応援職員 調査担当

班員Ｃ 応援職員 調査担当



罹災証明発行計画
• 被害の状況、想定される１日の来場人数等を考慮して、地区ごとに
発行日を割り振り、人員も来場人数に合わせて手配。

• 発行日ごとに割り振りを行わなかった市町村では、申請者が集中し
混乱を招いた。

御船町の広報事例

地区ごとの被害状況（御船町）
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罹災証明書発行会場のレイアウト

• 申請者が殺到する会場において、混乱や滞留
を避けるため、動線を考慮した配置に

• 判定に不服、長時間の相談等に対応するため
の２次窓口（別室）を設置
– ２次窓口を設けなかった市では、滞留が発生
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【会場役割の例（御船町）】5/23時点
■想定来場者数：１００人／日
①受付係：４名（２ﾌﾞｰｽ）
②誘導係：２名
③発行係（一次窓口）：８名
（１ﾌﾞｰｽにつき２名、４ﾌﾞｰｽ）

④ﾛﾋﾞｰ係（監督）：２名

⑤発行係支援（発行係で生じた疑
義に対応）：２名
⑥二次窓口：４名
（ １ﾌﾞｰｽにつき２名、２ﾌﾞｰｽ ）

① ②

③

④

⑤
⑥

待合ｽﾍﾟｰｽ

※矢印は来場者の動線御船町の発行会場ﾚｲｱｳﾄ



1. 支援の内容、目的が明確
 被災者生活再建支援に特化した、提案型の支援

2. 産官学一体となった支援

 被災者生活再建支援連携体を構成する大学、研
究機関、民間企業と一体となった支援

3. 具体的な支援ツールの活用
 「被災者生活再建支援システム」の活用

4. ノウハウの提供とマネジメント支援

 マンパワーの提供だけではなく、経験知を活かし
たノウハウの提供とマネジメント支援

「チームにいがた」支援の特色



応援の力を効果的に活かすために

• あらかじめ業務内容を把握しておく
– 基本的な災害対応業務を整理し、実施時期及び業務の「重さ」

（量・質）について理解しておく

• 業務ごとの担当部署を明確にしておく
– どの業務をどの部署が担当するのか、員数や業務量も勘
案しながら明確にしておく

• 部署ごとの連携体制を構築する
– 例えば、被害認定調査～罹災証明発行～生活再建支援
のように一連の関連する業務について、関係部署の連携
体制を構築する

• 業務量の変化に応じた資源の管理・調整機能をおく
– 災害対応の全体像を把握しつつ、業務量の変化に応じた人的

資源配置を、応援の活用も含めて管理・調整する機能を設置す
る



• 生活再建支援業務を効率的かつ公平性を目指して
実施するためには、被災県・市町村ならびに応援
県・市町村が共通の枠組みを持つことが必要

具体的には・・・
– 業務の標準化

– 運用ルールの統一化

– 業務手順の統一化

– ハード・ソフト面の支援ツールの統一的整備

– 研修・訓練の実施

• 生活再建支援業務全体に対する「総合的なガイドラ
イン整備」「業務手順の整理」「データ共有や支援協
定実現のための協議会の設置」「合同研修・訓練の
場が必要」

今後に向けて
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